
令和３年７月６日

理 事 調 整 会 議

効果的な広報広聴の実施の検討について

令和３年７月５日の議会運営委員会において、菅谷議長から議会改革に関する諮

問があった下記の１の効果的な広報広聴の実施については、下記の２により、広報

広聴会議において具体的な実施案の検討を行っていただきたい。

記

１ 菅谷議長の諮問事項

府の意思決定機関としての府議会の活動を府民にわかりやすく発信し、府議会

への理解を一層高めるため、現状の広報番組等の検証や新たなメディアの活用な

ど、効果的な広報広聴の実施の検討

２ 広報広聴会議における検討方法

(1) 検討事項

○ 広報広聴会議においては、１の諮問事項に対する具体的な実施案として、

議長諮問の趣旨に沿って、①テレビ中継等の広報番組、②ＳＮＳ等のＩＣＴ

を利用した情報メディアの活用について、現状を分析するとともに、それぞ

れのあり方及び具体的な充実策・実施策を検討する。

(2) 検討期間

○ 広報広聴会議における検討の結果は、取りまとまり次第、理事調整会議に

報告するものとする。


